
 

 

一般競争入札の公告 

滋賀県立大学「平成 27年度持続的な地域創生を推進する人材育成拠点形成モデル事業」Webコンテンツ作成業務委

託について、次のとおり一般競争入札を行うので、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程（平成 18年公立大学

法人滋賀県立大学規程第 54号。以下「取扱規程」という。）第４条の規定により公告する。 

平成 27年 9月 18日 

公立大学法人滋賀県立大学理事長 大  田  啓  一 

１ 入札に付する事項 

(1) 業務名および数量 滋賀県立大学「平成 27年度持続的な地域創生を推進する人材育成拠点形成モデル事業」Web

コンテンツ作成業務 １式 

(2) 業務の内容等 入札説明書および入札仕様書による。 

(3) 委託期間 契約締結日から平成 28年 3月 25日（金）まで 

(4) 委託場所 滋賀県立大学 彦根市八坂町 2500 

２ 入札に参加する者に必要な資格  

(1) 取扱規程第３条に規定する者に該当しない者であること。 

(2) 滋賀県における物品の買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者であり。かつ、競争入札参加資格者名簿に

次の営業種目が希望順位の第１位、第２位、第３位のいずれかに登録されている者であること。 

［大分類］02役務  ［中分類］13映像・音声情報製作  ［小分類］01映画・ビデオ製作 

(3） (2)に規定する者以外の者で入札に参加する資格を得ようとする者に対しては、滋賀県が定める審査に関する取

扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。 

資格審査申請書の提出場所および提出期間 滋賀県立大学地域連携推進グループ 

〒522－8533 彦根市八坂町 2500 TEL 0749－28－8613 平成 27年 9月 18日（金）から平成 27年 9月 28日

(月)まで（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の９時から 17時まで 

(4) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止または公立大学法人滋賀県立大学における物品購入等契

約に関する取引停止等の取扱要綱による取引停止の措置期間中でないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号から第４号までまたは

第６号の規定に該当しない者であること。 

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第５条第１項に規定する観察

処分を受けた団体およびその構成員でないこと。 

(7) この公告に示したコンテンツ作成に係るスタジオを滋賀県立大学から車で 90分以内にアクセスできる範囲内に

保有し、撮影収録および編集体制が整備されている者であること。 

(8) 過去 5年以内に大学関係の映像記録作品を製作した実績がある者であること。 

(9)  入札参加者および代理人は、入札説明書に示す「入札参加資格確認申請書」を、平成 27 年 9 月 28 日（月）17

時までに３(1)に示す場所に提出し、入札参加資格を有していることの確認を受けなければならない。 

３ 入札執行の日時および場所、契約条項を示す場所等 

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問い合わせ先 滋賀県立大学地域連携推進グループ 

〒522－8533 彦根市八坂町 2500 TEL 0749－28－8613 

(2) 契約条項を示す期間 平成 27年 9月 18日（金）から平成 27年 9月 29日（火）まで（土曜日、日曜日および

祝日を除く。）の９時から 17時まで 

(3) 入札説明書の交付方法 入札説明書は、(1)に示す場所において交付する。郵送による交付を希望する場合の送

料は、自己負担とする。 

(4) 入札説明会の日時および場所 行わない。 

(5) 入札執行の日時および場所 平成 27年 9月 30日（水） 10時 滋賀県立大学交流センター研修室４ 

(6) 開札の日時および場所 入札の終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札執行については、公立大学法人滋賀県立大学会計規則（平成 18年公立大学法人滋賀県立大学規則第４号）

および取扱規程の規定によるものとする。 

(2)  この入札は一般競争入札として行うが、事前に入札説明書に示す入札参加資格の要件を満たしていることが確

認できる書類を、平成 27年 9月 28日（月）17時までに、３(1)に示す場所に提出し、確認を受けなければならな

い。 

(3) 入札金額は、総額を記載すること。落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分



 

 

の８に相当する額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価

格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

５ 保証金 入札保証金および契約保証金については、取扱規程の規定による。なお、入札保証金の免除を申請する 

場合は、平成 27年 9月 28日（月）17時までに手続きを行うこと。 

６ 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると公立大学法人滋賀県立大学が認めた入札参

加者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

７ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 取扱規程第 15条に該当する場合 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

８ 郵送等による入札の可否 否 

９ その他必要事項 

(1) 落札者は、落札決定の日以後７日以内に契約書を契約責任者に提出しなければならない。 

(2) その他 詳細は、入札仕様書および入札説明書による。 


